






❺8



資 　 料

１．提言事項の経過・結果（抜粋）

２． 産別労懇・損調産別労懇における
労組側発言（骨子・抜粋）

資　

料　



項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

１ 2015年度
保険募集・販売に
関する新たなルール
への対応

◦ 意向把握書面や情報提供義務の導入にあたっては、現場の
実務をふまえ、検討をすすめることを求めます。また、各
社の創意工夫がかえって乗合代理店などにおける業務の煩
雑さを招くことがないよう、業界共通化・標準化の流れを
十分に汲んで対応方法の検討をすすめることを求めます。

◦ 商品推奨理由の説明義務を乗合代理店に課すにあたっ
ては、比較募集を行う代理店に限定することを求めます。

金融庁
業界

◦ 意向把握については、保険会社・募集人の創意工夫を重んじつつ、法律上は一般義務規定とし、具体
的な方法を監督指針で例示するなどの方向性が金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に
関するワーキング・グループ」報告書で示されました。これに沿って、2016年５月には改正保険業
法が施行されました。

２ 2006年度
申込書・約款等の
用語の見直し

◦ 申込書・約款等に使用する用語・記述について、平易
かつわかりやすいものに改めるよう、対応を求めます。

　 くわえて、重要事項の定義（範囲）について、一定の
基準案を業界で作成するなどの検討を求めます。

業界
◦ 2008年、損保協会により「保険約款のわかりやすさ向上ガイドライン」「保険約款および募集文書等

の用語に関するガイドライン」が策定されました。

３ 2014年度
契約関係書類・
保険用語の統一化

◦ 消費者利便、組合員・代理店負担の観点から、契約関
係書類の帳票レイアウトや保険用語について、さらな
る標準化の検討を求めます。

業界
◦ 2013年９月、損保協会において「募集文書等の表示に係るガイドライン」「契約概要・注意喚起情報

に関するガイドライン」「募集文書等の表示に係るガイドライン」が改定されるとともに、各種保険
商品の「重要事項説明書標準例」が公表されました。

４ 2006年度
自賠責保険の実務
に関する各種規制
の緩和

◦ 異動手続きの申し込みを受けた場合、証明書に直接異
動事項を記載するのではなく、後日異動承認書を発行
する事務処理を可能とすることを求めます。

国土交通省
業界

◦ 内閣府の規制改革会議「規制改革推進のための3か年計画」の決定を経て、自賠責保険取扱規定が改
定され、2012年４月より異動手続きを一部簡素化することが可能となりました。

５ 2014年度
自賠責保険異動・解約
手続きの標準化

◦ 自賠責保険の契約者等が契約保険会社以外で入手した
帳票を他社でも利用できるよう、異動承認請求書の内容・
レイアウト、必要書類・事務ルールの標準化を求めます。

業界
◦ 損保協会において、「権利譲渡に係る確認書」「罹災解約時の確認書」に係る標準帳票および事務ルー

ルが整理されました。

６ 2014年度
自賠責保険契約内容
の電子的確認制度の
構築

◦ 大規模災害発生時などに備え、契約者自身が契約照会
を行うことができるシステムの構築を求めます。

業界
◦ 2014年７月から損保協会において、災害救助法適用地域で家屋の流失・消失などにより保険契約に関

する手がかりを失ったお客さまからの契約照会に応じる「自然災害損保契約照会制度」が開始されました。

７ 2013年度
ノンフリート等級
確認運営の見直し

◦ 各社から契約者本人に対して、契約から一定期間経過
した後に行う等級確認の作業が契約者・代理店にとっ
て大きな負担となっていることから、「調査のお願い
フォーム」の統一化および保険会社間による確認を可
能とする態勢の整備を求めます。

業界
◦ 無事故事故確認システムにつき、依頼データの送信タイミングに「計上時」が追加され、確認の早期化

が図られました。

８ 2013年度
積立保険満期返戻
金支払時の取付資
料の標準化

◦ 積立保険の満期返戻金支払手続きに要する書類につい
て、各社ルールの標準化を求めます。

業界
◦ 損保協会にて、受取人不在時における標準的な返戻活動および受取人が見つからなかった場合の対応の

考え方について整理がなされました。

９ 2014年度
署名または記名・押印
ルールの標準化

◦ 事務処理の精度を上げるため、署名または記名・押印
ルールの標準化を求めます。

業界
◦ 損保協会において、代理人手続きに関する共通ルールが策定され、その内容が「募集コンプライアン

スガイド」に反映されました。

10 2013年度
ボルドロ計上ルール
の標準化

◦ 紙ボルドロによる共同保険の計上が産業レベルで大き
な間接コストを生じさせていることから、MT計上対
象種目の拡充、ボルドロ計上に関する標準ルールの策
定・記載項目の標準化に向けた検討を求めます。

業界
◦ 損保協会における検討を経て、「火災共同保険契約ＭＴ交換要領」で定められている非幹事契約の計

上事務ルールにつき、各社で周知徹底することが確認されました。なお、MT計上対象種目の拡充は、
システム対応による負担軽減効果が小さいなどの理由から見送られています。

第１章　損保グループ産業の健全な発展に向けて

提言事項の経過・結果（抜粋）
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項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

１ 2015年度
保険募集・販売に
関する新たなルール
への対応

◦ 意向把握書面や情報提供義務の導入にあたっては、現場の
実務をふまえ、検討をすすめることを求めます。また、各
社の創意工夫がかえって乗合代理店などにおける業務の煩
雑さを招くことがないよう、業界共通化・標準化の流れを
十分に汲んで対応方法の検討をすすめることを求めます。

◦ 商品推奨理由の説明義務を乗合代理店に課すにあたっ
ては、比較募集を行う代理店に限定することを求めます。

金融庁
業界

◦ 意向把握については、保険会社・募集人の創意工夫を重んじつつ、法律上は一般義務規定とし、具体
的な方法を監督指針で例示するなどの方向性が金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に
関するワーキング・グループ」報告書で示されました。これに沿って、2016年５月には改正保険業
法が施行されました。

２ 2006年度
申込書・約款等の
用語の見直し

◦ 申込書・約款等に使用する用語・記述について、平易
かつわかりやすいものに改めるよう、対応を求めます。

　 くわえて、重要事項の定義（範囲）について、一定の
基準案を業界で作成するなどの検討を求めます。

業界
◦ 2008年、損保協会により「保険約款のわかりやすさ向上ガイドライン」「保険約款および募集文書等

の用語に関するガイドライン」が策定されました。

３ 2014年度
契約関係書類・
保険用語の統一化

◦ 消費者利便、組合員・代理店負担の観点から、契約関
係書類の帳票レイアウトや保険用語について、さらな
る標準化の検討を求めます。

業界
◦ 2013年９月、損保協会において「募集文書等の表示に係るガイドライン」「契約概要・注意喚起情報

に関するガイドライン」「募集文書等の表示に係るガイドライン」が改定されるとともに、各種保険
商品の「重要事項説明書標準例」が公表されました。

４ 2006年度
自賠責保険の実務
に関する各種規制
の緩和

◦ 異動手続きの申し込みを受けた場合、証明書に直接異
動事項を記載するのではなく、後日異動承認書を発行
する事務処理を可能とすることを求めます。

国土交通省
業界

◦ 内閣府の規制改革会議「規制改革推進のための3か年計画」の決定を経て、自賠責保険取扱規定が改
定され、2012年４月より異動手続きを一部簡素化することが可能となりました。

５ 2014年度
自賠責保険異動・解約
手続きの標準化

◦ 自賠責保険の契約者等が契約保険会社以外で入手した
帳票を他社でも利用できるよう、異動承認請求書の内容・
レイアウト、必要書類・事務ルールの標準化を求めます。

業界
◦ 損保協会において、「権利譲渡に係る確認書」「罹災解約時の確認書」に係る標準帳票および事務ルー

ルが整理されました。

６ 2014年度
自賠責保険契約内容
の電子的確認制度の
構築

◦ 大規模災害発生時などに備え、契約者自身が契約照会
を行うことができるシステムの構築を求めます。

業界
◦ 2014年７月から損保協会において、災害救助法適用地域で家屋の流失・消失などにより保険契約に関

する手がかりを失ったお客さまからの契約照会に応じる「自然災害損保契約照会制度」が開始されました。

７ 2013年度
ノンフリート等級
確認運営の見直し

◦ 各社から契約者本人に対して、契約から一定期間経過
した後に行う等級確認の作業が契約者・代理店にとっ
て大きな負担となっていることから、「調査のお願い
フォーム」の統一化および保険会社間による確認を可
能とする態勢の整備を求めます。

業界
◦ 無事故事故確認システムにつき、依頼データの送信タイミングに「計上時」が追加され、確認の早期化

が図られました。

８ 2013年度
積立保険満期返戻
金支払時の取付資
料の標準化

◦ 積立保険の満期返戻金支払手続きに要する書類につい
て、各社ルールの標準化を求めます。

業界
◦ 損保協会にて、受取人不在時における標準的な返戻活動および受取人が見つからなかった場合の対応の

考え方について整理がなされました。

９ 2014年度
署名または記名・押印
ルールの標準化

◦ 事務処理の精度を上げるため、署名または記名・押印
ルールの標準化を求めます。

業界
◦ 損保協会において、代理人手続きに関する共通ルールが策定され、その内容が「募集コンプライアン

スガイド」に反映されました。

10 2013年度
ボルドロ計上ルール
の標準化

◦ 紙ボルドロによる共同保険の計上が産業レベルで大き
な間接コストを生じさせていることから、MT計上対
象種目の拡充、ボルドロ計上に関する標準ルールの策
定・記載項目の標準化に向けた検討を求めます。

業界
◦ 損保協会における検討を経て、「火災共同保険契約ＭＴ交換要領」で定められている非幹事契約の計

上事務ルールにつき、各社で周知徹底することが確認されました。なお、MT計上対象種目の拡充は、
システム対応による負担軽減効果が小さいなどの理由から見送られています。
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項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

11 2014年度
乗合代理店における
募集人資格講習の
共通化

◦ 組合員・代理店双方の負荷軽減を図るため、業界共通
の資格講習の実施を求めます。

業界
◦ 損保協会において、代理店教育の均質化および各社の負担軽減を図るため、損保一般試験に関する各

社講習講師用の「講習ガイド」が作成されました。なお、各社の実質的な負担軽減につながらないな
どの理由から、協会主導による募集人資格講習の実施は見送られています。

12 2015年度
乗合代理店における
代理店監査項目の共
通化等

◦ 組合員・代理店双方の負荷軽減、乗合代理店におけるコン
プライアンス態勢の強化に向けて、代理店監査項目の共通
化および監査結果の共有化を求めます。

業界 ◦ 2016年1月、「募集コンプライアンスガイド」（日本損害保険協会）が改定され、代理店・募集人の自己点検チェッ
クリストが掲載されました。

13 2013年度

乗合代理店の自己・
特定契約比率の計
算に関するインフ
ラの整備

◦ 乗合代理店の・自己・特定契約比率を正確かつ簡素に
計算することができるよう、業界内のインフラ整備を
求めます。

業界
◦ 損保協会にて、自己契約等の比率計算に利用する標準的なフォームが作成されました。なお、計算方法

の統一については、検討の結果、見送られました。

14 2006年度
資産別運用比率規制
の見直し

◦ 保険業法において保険会社に課せられている、総資産
等に対する資産ごとの保有比率（国内株式30%、外貨
建資産30%、不動産20%など）に関する規制の撤廃を
求めます。

金融庁
◦ 2007年、金融審議会金融分科会第二部会の報告書において、規制の見直しに関する提言がなされま

した。金融危機などにより長らく検討が中断されていましたが、その後「規制を緩和しても財務の健
全性は確保できる」との整理がなされ、2012年４月をもって撤廃されました。

15 2014年度
保険会社グループの
業務範囲の拡大

◦ 保育所の運営業務を保険会社グループの業務として認
めるよう求めます。

金融庁

◦ 2013年６月に取りまとめられた金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に係るワーキング・
グループ」の報告書において、保険商品・サービスや保険会社グループの業務範囲を拡大する方向性
が示され、2014年11月に保険会社が子会社を通じて保育所の運営ができるよう保険業法施行規則が
改定されました。

16 2013年度
保険犯罪の防止に
向けた取り組みの
強化

◦ 保険金詐欺・不正請求およびそれらの疑義情報を共有
するためのインフラ整備を求めます。

◦ 保険犯罪撲滅に向けた啓発活動の拡充を求めます。

業界
警察庁

◦ 損保協会「第６次中期基本計画」のもと、2013年１月に「保険金不正請求対策室」「保険金不正請求
ホットライン」が協会内に設置されました。業界共通データベースに関しては、2014年に不正行為
関係者のネットワーク分析システムの運用が開始されたほか、2015年４月からは事故対応の初期段
階で保険金請求歴情報を各社に提供する「保険金請求歴表示システム」の運用も開始しています。また、
啓発ポスターや街頭活動などによる啓発活動もすすめられています。

◦ 行政との関係においても、損害保険防犯対策協議会にて現地警察との連携強化が図られているほか、警
察庁から都道府県警察に対し、業界の取り組みを理解し連携強化を図る旨の働きかけがなされています。

17 2010年度

インターネット・
オークションによる
盗品カーナビなどの
流通防止策の強化

◦ 総合セキュリティ対策会議の報告書において提示され
た各種対策の実施による、盗品の流通量や検挙件数へ
の影響につき、早期の検証を求めます。そのうえで、
対策の効果が認められない場合には、行政処分や罰則
の制度化に関する検討を求めます。

警察庁
◦ 盗品カーナビの流通防止対策等について、2010年５月に警察庁から関係事業者等に対し、盗品の製

造番号に関する情報提供等の要請がなされました。また、都道府県警察に対しても、この要請をふま
えた対策の指示がなされました。

18 2014年度
反社会的勢力との
関係遮断

◦ 反社会的勢力に関する情報を共有するためのインフラ
整備、行政や周辺業界との情報連携を一層すすめるよ
う求めます。

業界
金融庁
警察庁

◦ 2014年12月、損保協会において、「損害保険業界における反社会的勢力への対応に関する基本方針」
が改定され、取り組みの留意点の確認が行われたほか、全国銀行協会をはじめとする他団体からデー
タ提供を受けるなど、データベースの拡充に向けた方針が示されました。

◦ 金融庁からは、2013年12月に「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」、2014
年２月に「保険会社向けの総合的な監督指針」「保険検査マニュアル等の一部改正（案）」が公表され
ました。

19 2013年度
自賠責保険制度の
中長期的な安定運営

◦ 自賠責保険の料率は、平成23年度に引き上げが行われ、
平成25年度にも第二段階の引き上げが予定されていま
す。自賠責保険料の急激な上昇は自動車ユーザー・販
売店双方に過度な負荷となることから、保険料率の見直
しにあたっては一般会計繰入金などの活用を検討するな
ど、その影響を十分に考慮して行うことを求めます。

金融庁
国土交通省

◦ 2013年１月の自賠責審議会において、ユーザー・販売店双方の負荷に一定配慮したかたちで同年４
月以降の保険料引き上げが決定されました。ただし、一般会計繰入金などの活用については、いまな
お検討中とされています。

20 2015年度
地震保険制度の
見直し

◦ 民間の保険責任額については、準備金の範囲内に限定す
るなどの恒久的な対策を講じるべきであると考えます。
また、フォローアップ会合において示された、自己申告
方式の拡大、モバイル端末・電話ヒアリングの活用の定
着を図るとともに、査定の簡素化・迅速化を図るべきで
あると考えます。

業界
金融庁

◦ 平成28年熊本地震の損害調査においては、自己申告方式の対象が、木造建物と家財の半損・一部損に拡大さ
れました。

❻❷



項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

11 2014年度
乗合代理店における
募集人資格講習の
共通化

◦ 組合員・代理店双方の負荷軽減を図るため、業界共通
の資格講習の実施を求めます。

業界
◦ 損保協会において、代理店教育の均質化および各社の負担軽減を図るため、損保一般試験に関する各

社講習講師用の「講習ガイド」が作成されました。なお、各社の実質的な負担軽減につながらないな
どの理由から、協会主導による募集人資格講習の実施は見送られています。

12 2015年度
乗合代理店における
代理店監査項目の共
通化等

◦ 組合員・代理店双方の負荷軽減、乗合代理店におけるコン
プライアンス態勢の強化に向けて、代理店監査項目の共通
化および監査結果の共有化を求めます。

業界 ◦ 2016年1月、「募集コンプライアンスガイド」（日本損害保険協会）が改定され、代理店・募集人の自己点検チェッ
クリストが掲載されました。

13 2013年度

乗合代理店の自己・
特定契約比率の計
算に関するインフ
ラの整備

◦ 乗合代理店の・自己・特定契約比率を正確かつ簡素に
計算することができるよう、業界内のインフラ整備を
求めます。

業界
◦ 損保協会にて、自己契約等の比率計算に利用する標準的なフォームが作成されました。なお、計算方法

の統一については、検討の結果、見送られました。

14 2006年度
資産別運用比率規制
の見直し

◦ 保険業法において保険会社に課せられている、総資産
等に対する資産ごとの保有比率（国内株式30%、外貨
建資産30%、不動産20%など）に関する規制の撤廃を
求めます。

金融庁
◦ 2007年、金融審議会金融分科会第二部会の報告書において、規制の見直しに関する提言がなされま

した。金融危機などにより長らく検討が中断されていましたが、その後「規制を緩和しても財務の健
全性は確保できる」との整理がなされ、2012年４月をもって撤廃されました。

15 2014年度
保険会社グループの
業務範囲の拡大

◦ 保育所の運営業務を保険会社グループの業務として認
めるよう求めます。

金融庁

◦ 2013年６月に取りまとめられた金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に係るワーキング・
グループ」の報告書において、保険商品・サービスや保険会社グループの業務範囲を拡大する方向性
が示され、2014年11月に保険会社が子会社を通じて保育所の運営ができるよう保険業法施行規則が
改定されました。

16 2013年度
保険犯罪の防止に
向けた取り組みの
強化

◦ 保険金詐欺・不正請求およびそれらの疑義情報を共有
するためのインフラ整備を求めます。

◦ 保険犯罪撲滅に向けた啓発活動の拡充を求めます。

業界
警察庁

◦ 損保協会「第６次中期基本計画」のもと、2013年１月に「保険金不正請求対策室」「保険金不正請求
ホットライン」が協会内に設置されました。業界共通データベースに関しては、2014年に不正行為
関係者のネットワーク分析システムの運用が開始されたほか、2015年４月からは事故対応の初期段
階で保険金請求歴情報を各社に提供する「保険金請求歴表示システム」の運用も開始しています。また、
啓発ポスターや街頭活動などによる啓発活動もすすめられています。

◦ 行政との関係においても、損害保険防犯対策協議会にて現地警察との連携強化が図られているほか、警
察庁から都道府県警察に対し、業界の取り組みを理解し連携強化を図る旨の働きかけがなされています。

17 2010年度

インターネット・
オークションによる
盗品カーナビなどの
流通防止策の強化

◦ 総合セキュリティ対策会議の報告書において提示され
た各種対策の実施による、盗品の流通量や検挙件数へ
の影響につき、早期の検証を求めます。そのうえで、
対策の効果が認められない場合には、行政処分や罰則
の制度化に関する検討を求めます。

警察庁
◦ 盗品カーナビの流通防止対策等について、2010年５月に警察庁から関係事業者等に対し、盗品の製

造番号に関する情報提供等の要請がなされました。また、都道府県警察に対しても、この要請をふま
えた対策の指示がなされました。

18 2014年度
反社会的勢力との
関係遮断

◦ 反社会的勢力に関する情報を共有するためのインフラ
整備、行政や周辺業界との情報連携を一層すすめるよ
う求めます。

業界
金融庁
警察庁

◦ 2014年12月、損保協会において、「損害保険業界における反社会的勢力への対応に関する基本方針」
が改定され、取り組みの留意点の確認が行われたほか、全国銀行協会をはじめとする他団体からデー
タ提供を受けるなど、データベースの拡充に向けた方針が示されました。

◦ 金融庁からは、2013年12月に「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」、2014
年２月に「保険会社向けの総合的な監督指針」「保険検査マニュアル等の一部改正（案）」が公表され
ました。

19 2013年度
自賠責保険制度の
中長期的な安定運営

◦ 自賠責保険の料率は、平成23年度に引き上げが行われ、
平成25年度にも第二段階の引き上げが予定されていま
す。自賠責保険料の急激な上昇は自動車ユーザー・販
売店双方に過度な負荷となることから、保険料率の見直
しにあたっては一般会計繰入金などの活用を検討するな
ど、その影響を十分に考慮して行うことを求めます。

金融庁
国土交通省

◦ 2013年１月の自賠責審議会において、ユーザー・販売店双方の負荷に一定配慮したかたちで同年４
月以降の保険料引き上げが決定されました。ただし、一般会計繰入金などの活用については、いまな
お検討中とされています。

20 2015年度
地震保険制度の
見直し

◦ 民間の保険責任額については、準備金の範囲内に限定す
るなどの恒久的な対策を講じるべきであると考えます。
また、フォローアップ会合において示された、自己申告
方式の拡大、モバイル端末・電話ヒアリングの活用の定
着を図るとともに、査定の簡素化・迅速化を図るべきで
あると考えます。

業界
金融庁

◦ 平成28年熊本地震の損害調査においては、自己申告方式の対象が、木造建物と家財の半損・一部損に拡大さ
れました。

❻❸
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項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

1 2012年度
社会保障・税共通の
番号（マイナンバー）
制度の早期導入

◦ 税徴収の公平性の確保、医療・介護サービスの向上お
よび行政事務手続きの簡素化などにつながる共通番号
制度の早期導入を求めます。

内閣府
総務省
財務省

厚生労働省

◦ 2013年５月に関連法が成立し、2016年１月からの共通番号（マイナンバー）の利用開始が決定しま
した。これにより、税の申告や年金の給付申請などでの書類添付が段階的に不要となるなど、手続き
の簡素化がすすめられる見込みです。なお、民間や医療分野における活用については、施行後３年を
目途に検討を行うこととされています。

2 2013年度
待機児童解消に向けた
保育の拡充

◦ 私たちが安心して家庭を持ち、出産に踏み切ることが
できるよう、待機児童の解消に向けて保育の拡充に資
する政策を早急に実施することを求めます。

厚生労働省

◦ 2012年通常国会において、「子ども・子育て新システム関連３法案」が成立し、子ども・子育て支
援給付や総合こども園の設置などが決定され、2015年４月から子ども・子育て支援新制度が本格実
施されています。また、同制度に先立ち実施されている「待機児童解消加速化プラン」では、2017
年度までに約40万人分の保育所を確保することを目標としていましたが、目標を10万人分上乗せし、
50万人分の保育の受け皿を確保することが示されました。

3 2015年度
子ども・子育て支援
体制の量的拡充と質
の向上

◦ 政府は、子ども・子育て支援に関する財源を確実に確保し
たうえで、待機児童の解消のため、新支援制度にもとづき
事業所内保育施設への支援、放課後児童クラブへの支援な
ど保育の量的拡大・確保を図る必要があると考えます。

厚生労働省
◦ 2016年通常国会において「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」が成立し、事業所内保

育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成事業の創設など、子ども・子育て支援の提供体制の
充実を図るための措置が講じられました。

4 2013年度
パートタイム労働者
への社会保険の適用
拡大

◦ パートタイム労働者のうち、週30時間未満の人は社会
保険の適用対象外になっていることから、事業主の負
担増によりパートタイム労働者の雇用や収入に影響が
出ないよう配慮しつつ、適用対象の拡大を図ることを
求めます。

厚生労働省

◦ 2012年通常国会において、「社会保障・税一体改革関連法案」が成立し、2016年10月から以下の条
件のもとで短時間労働者への社会保険の適用拡大が図られました。

　【条件】
　[1]週労働時間20時間以上　[2]月額賃金8.8万円（年収106万円）以上　[3]勤務期間1年以上
　[4]学生は除外　[5]従業員501人以上の企業

5 2008年度

社会ニーズに合致した
保険料控除体系への組
み換え

（生命保険料控除等の
見直し）

◦ 公的な社会保障制度の補完に向けた国民の自助努力を
一層支援し、わかりやすい税制を実現するため、現行
の生命保険料控除、年金保険料控除、損害保険料控除
の体系を抜本的に組み換え、年金・介護・医療等の各
商品を対象とする新たな保険料控除体系に一本化する

（所得税法上・地方税法上の控除限度額を10万円とする）
ことを求めます。

金融庁

◦ 「平成22年度税制改正」により、2012年度の所得税（2013年度の住民税）から、生命保険料控除
制度が改正されました。2012年１月１日以降に締結した保険契約より新制度が適用されています。

　【控除限度額】
　 生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除それぞれにおいて、所得税４万円、住民税2.8

万円（制度全体の控除限度額は所得税12万円、住民税７万円）

6 2006年度
地震保険料控除制度
の創設

◦ 地震災害に備える国民の自助努力を支援するため、地
震保険料控除制度（所得税法上・地方税法上の控除限
度額を５万円とする）の創設を求めます。

財務省
金融庁
内閣府

◦ 「平成18年度税制改正」により、火災保険・傷害保険などに適用されていた損害保険料控除が2007
年１月に廃止となり、地震保険料控除が創設されました。

7 2014年度
企業年金等の積立金
に対する特別法人税
の撤廃

◦ 2013年度までの経過措置により課税停止とされてい
る、企業年金等の積立金に対する特別法人税について、
撤廃を求めます。

財務省
金融庁

厚生労働省
◦ 「平成26年度税制改正」において、課税停止措置の適用期限を3年延長することが決定されました。

8 2014年度
パートタイム労働者
の均衡待遇の確保

◦ 職務の内容などが正社員と同じパートタイム労働者の
待遇の改善を図るため、均衡待遇の確保を含むパート
タイム労働法の見直しを求めます。

厚生労働省

◦ 2014年通常国会において、「パートタイム労働法の一部を改正する法律案」が成立し、正社員との待遇
において差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が以下のとおり拡大されました。

　【対象範囲】
　[1]職務の内容が正社員と同一　[2]人材活用のしくみが正社員と同一

第２章　働く者のより豊かな生活の実現に向けて

項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

21 2015年度
火災保険等に係る異
常危険準備金制度の
充実

◦ 火災保険等に係る異常危険準備金制度について、現行の
積立率５％を維持することおよび、洗替保証率および本
則積立率適用残高率を現行の30％から40％に引き上げる
ことを求めます。

財務省
金融庁

◦ 「平成28年度税制改正」において、経過措置（本則の２％から５％とする）を３年間延長することが
決定されました。

22 2014年度

損害保険会社の積立
勘定から支払われる
利子の負債利子控除
対象からの除外

◦ 2013年度までの租税特別措置とされている、損害保険
会社の積立勘定から支払われる利子に係る「特別利子」
の取り扱い（負債利子控除の対象から除外）について、
恒久措置とするよう求めます。

財務省
金融庁

◦ 「平成26年度税制改正」において、特例の適用期限を５年延長することが決定されました。

❻❹



項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

1 2012年度
社会保障・税共通の
番号（マイナンバー）
制度の早期導入

◦ 税徴収の公平性の確保、医療・介護サービスの向上お
よび行政事務手続きの簡素化などにつながる共通番号
制度の早期導入を求めます。

内閣府
総務省
財務省

厚生労働省

◦ 2013年５月に関連法が成立し、2016年１月からの共通番号（マイナンバー）の利用開始が決定しま
した。これにより、税の申告や年金の給付申請などでの書類添付が段階的に不要となるなど、手続き
の簡素化がすすめられる見込みです。なお、民間や医療分野における活用については、施行後３年を
目途に検討を行うこととされています。

2 2013年度
待機児童解消に向けた
保育の拡充

◦ 私たちが安心して家庭を持ち、出産に踏み切ることが
できるよう、待機児童の解消に向けて保育の拡充に資
する政策を早急に実施することを求めます。

厚生労働省

◦ 2012年通常国会において、「子ども・子育て新システム関連３法案」が成立し、子ども・子育て支
援給付や総合こども園の設置などが決定され、2015年４月から子ども・子育て支援新制度が本格実
施されています。また、同制度に先立ち実施されている「待機児童解消加速化プラン」では、2017
年度までに約40万人分の保育所を確保することを目標としていましたが、目標を10万人分上乗せし、
50万人分の保育の受け皿を確保することが示されました。

3 2015年度
子ども・子育て支援
体制の量的拡充と質
の向上

◦ 政府は、子ども・子育て支援に関する財源を確実に確保し
たうえで、待機児童の解消のため、新支援制度にもとづき
事業所内保育施設への支援、放課後児童クラブへの支援な
ど保育の量的拡大・確保を図る必要があると考えます。

厚生労働省
◦ 2016年通常国会において「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」が成立し、事業所内保

育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成事業の創設など、子ども・子育て支援の提供体制の
充実を図るための措置が講じられました。

4 2013年度
パートタイム労働者
への社会保険の適用
拡大

◦ パートタイム労働者のうち、週30時間未満の人は社会
保険の適用対象外になっていることから、事業主の負
担増によりパートタイム労働者の雇用や収入に影響が
出ないよう配慮しつつ、適用対象の拡大を図ることを
求めます。

厚生労働省

◦ 2012年通常国会において、「社会保障・税一体改革関連法案」が成立し、2016年10月から以下の条
件のもとで短時間労働者への社会保険の適用拡大が図られました。

　【条件】
　[1]週労働時間20時間以上　[2]月額賃金8.8万円（年収106万円）以上　[3]勤務期間1年以上
　[4]学生は除外　[5]従業員501人以上の企業

5 2008年度

社会ニーズに合致した
保険料控除体系への組
み換え

（生命保険料控除等の
見直し）

◦ 公的な社会保障制度の補完に向けた国民の自助努力を
一層支援し、わかりやすい税制を実現するため、現行
の生命保険料控除、年金保険料控除、損害保険料控除
の体系を抜本的に組み換え、年金・介護・医療等の各
商品を対象とする新たな保険料控除体系に一本化する

（所得税法上・地方税法上の控除限度額を10万円とする）
ことを求めます。

金融庁

◦ 「平成22年度税制改正」により、2012年度の所得税（2013年度の住民税）から、生命保険料控除
制度が改正されました。2012年１月１日以降に締結した保険契約より新制度が適用されています。

　【控除限度額】
　 生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除それぞれにおいて、所得税４万円、住民税2.8

万円（制度全体の控除限度額は所得税12万円、住民税７万円）

6 2006年度
地震保険料控除制度
の創設

◦ 地震災害に備える国民の自助努力を支援するため、地
震保険料控除制度（所得税法上・地方税法上の控除限
度額を５万円とする）の創設を求めます。

財務省
金融庁
内閣府

◦ 「平成18年度税制改正」により、火災保険・傷害保険などに適用されていた損害保険料控除が2007
年１月に廃止となり、地震保険料控除が創設されました。

7 2014年度
企業年金等の積立金
に対する特別法人税
の撤廃

◦ 2013年度までの経過措置により課税停止とされてい
る、企業年金等の積立金に対する特別法人税について、
撤廃を求めます。

財務省
金融庁

厚生労働省
◦ 「平成26年度税制改正」において、課税停止措置の適用期限を3年延長することが決定されました。

8 2014年度
パートタイム労働者
の均衡待遇の確保

◦ 職務の内容などが正社員と同じパートタイム労働者の
待遇の改善を図るため、均衡待遇の確保を含むパート
タイム労働法の見直しを求めます。

厚生労働省

◦ 2014年通常国会において、「パートタイム労働法の一部を改正する法律案」が成立し、正社員との待遇
において差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が以下のとおり拡大されました。

　【対象範囲】
　[1]職務の内容が正社員と同一　[2]人材活用のしくみが正社員と同一

項番 提言の時期 項　　目 内　　　容 提言先 経過・結果

21 2015年度
火災保険等に係る異
常危険準備金制度の
充実

◦ 火災保険等に係る異常危険準備金制度について、現行の
積立率５％を維持することおよび、洗替保証率および本
則積立率適用残高率を現行の30％から40％に引き上げる
ことを求めます。

財務省
金融庁

◦ 「平成28年度税制改正」において、経過措置（本則の２％から５％とする）を３年間延長することが
決定されました。

22 2014年度

損害保険会社の積立
勘定から支払われる
利子の負債利子控除
対象からの除外

◦ 2013年度までの租税特別措置とされている、損害保険
会社の積立勘定から支払われる利子に係る「特別利子」
の取り扱い（負債利子控除の対象から除外）について、
恒久措置とするよう求めます。

財務省
金融庁

◦ 「平成26年度税制改正」において、特例の適用期限を５年延長することが決定されました。
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　第157回保険会社産業別労使懇談会（2015年12月17日）
　第94回損害調査会社産業別労使懇談会（2015年12月10日）

１．損保労連2016年度活動方針
　損保労連では、去る９月に実施した第51回全国大会において、活動目的である「損保グループ
産業で働く全従業員の労働条件の維持向上」「産業の健全な発展」の実現に向け、2016年度の活
動方針を確立した。
　損保労連は、本方針のもと活動をすすめ、そのなかで認識した課題については主体的に解決に取
り組み、そのうえで今期も産別労懇などを通じて必要に応じて建設的な問題提起を行っていく所存
である。
　労使で立場は違えども「従業員・組合員の幸せ」や「産業の健全な発展」を願う思いは共通であ
るなか、経営には、組合の問題提起を引き続き真摯に受け止めることを求めたい。
　本日は労使論議に先立ち、その礎とすべく、今期活動の柱となる取り組みのうち３点について触
れることとする。

　組織拡大・強化に向けた取り組み
　 　労働組合のあらゆる活動の基点が組合員の声であることをふまえれば、損保労連の課題認識・

問題提起をより確かなものにしていくためには、より多くの組合員の声に根ざしている必要があ
る。また、グループ経営が進展し、各業態が相互に影響しあう現下の環境においては、より幅広
い業態の課題を的確に捉え、解消していくことが、産業全体の発展につながるものと考える。

　 　こうした問題意識のもと、損保労連では、一昨期に策定した組織拡大中期計画に沿って取り組み
をすすめ、着実に成果をあげてきた。今期も組織の一層の拡大に向け、引き続き、担当者を配置し
て取り組みをすすめていく。くわえて、「生保労組局」の設置や、通販労組の固有課題の把握・解
決に向けた「通販労組懇談会」の開催など、今期は業態別支援態勢を一層強化していくこととして
いる。こうした取り組みを通じて、関係先への影響力や経営チェック機能を強化していく所存である。

　政策実現力向上の取り組み
　 　損保労連では結成以来、活動のひとつの軸として政策活動に取り組み、「産業の健全な発展」に

寄与してきた。一方で、想定される産業を取り巻く環境変化を見据えれば、産別として関与してい
くべき政策の幅は一層広がっており、またそれを実現していく難易度もより高まっていると考える。

　 　こうした問題意識のもと、損保労連では「政策実現力の向上」およびその具体策について継続
的に論議を重ねてきた。この論議をふまえ、昨期は連合活動における一層の役割発揮の観点から
連合東京への加盟を決議したほか、政策活動に関する組合員への理解拡大に努めてきており、今
期も、こうした取り組みを引き続きすすめていく。

2
産別労懇・損調産別労懇における

労組側発言（骨子・抜粋）
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　 　くわえて、今期は新たに「労働法制局」を設置し、活動領域の拡大や専門性のさらなる向上や、
国会議員、行政、業界、連合、他の産業別労働組合、有識者、消費者代表などの関係先との関係
強化に取り組み、一層の「政策実現力の向上」につなげる所存である。

　未来創造特別委員会の活動
　 　損保労連では、「組合員一人ひとりが『創造性豊かな働き』に向けた行動変革を実現できるよう

単組および組合員を支援する」ことを目的に、一昨期に３年計画で未来創造特別委員会を設置した。
　 　前期には、加盟全単組において、組合員一人ひとりが「将来の環境のなかでの『めざす働き方』

とその実現のための行動」の検討プロセスを実際に体験する職場会を実施し、組合員にその必要
性に関する気づきを提供した。

　 　今期は特別委員会活動の最終年度として、絶えず変化し続ける環境のなかでも、組合員が自発
的に一連のプロセスを実行することで「めざす働き方」の実現に向けた行動変革につなげていけ
るよう、本プロセスを実行することの必要性にくわえ、その契機となる「環境変化」を組合員自
ら捉えることの必要性についても理解浸透を図っていく。

　 　こうした取り組みを通じて、次年度以降の各単組の取り組みの定着にもつなげていきたいと考
えている。

　 　なお、組合員が自らの「めざす働き方」を考えるうえでは、自らが働く会社・グループのめざ
す方向性や職場での働き方の変化などに関する情報が、「めざす働き方」に大きく影響する重要
な要素となる。こうした情報を組合員が正しく理解できるよう、今後とも適時適切に情報を示し
ていただくようお願いしたい。

２．改正保険業法（意向把握義務）について
　損保労連では、改正保険業法対応を契機に、社会・消費者が求める「適切に保険商品を選択・購
入できる」環境を整備し、社会・消費者からの信頼をより高めることが必要と考えている。
　なぜなら、それが産業の健全な発展だけでなく、労働組合がめざす、組合員一人ひとりの「働き
がい」「ゆとり・豊かさ」「自負・誇り」にもつながるからである。
　こうした認識のもと、これまで損保労連では、改正内容やその趣旨の正しい理解浸透に向け、金
融庁や日本代協などから講師を招いてセミナーを開催したほか、広報紙「GENKI」に特別寄稿を
掲載するなどの取り組みをすすめてきた。
　改正法の施行を来年５月に控え、各社とも「保険募集の基本的ルール」に関する具体的な対応方
法を第一線に示しはじめている。このうち「意向把握義務」については、「『契約締結時の意向確認』
が当初意図した効果を必ずしも発揮できていない」との金融審ワーキング・グループにおける指摘
をふまえ、消費者の意向を、契約締結時のみならず保険の提案開始から契約の締結に至る一連のプ
ロセスのなかでしっかりと把握する趣旨で定められたものである。また、損害保険においては、今
回具体的な対応ルールとして追加された「事前の意向把握（ニーズの把握）」以外の対応方法につ
いては、損保の商品特性から既存ルールと同時に行われる。改正保険業法の趣旨や対応方法に鑑み
れば、「事前の意向把握」のみならず、既存ルールである「契約締結時の意向確認」なども含めた
一連のプロセスを適切に実施することにより実効性が担保されるものと捉えられる。
　第一線の状況に目を移せば、「意向把握義務」に関しては、業界紙などで改正の目玉として取り
上げられていることや、先行している「保険募集人等の体制整備義務」にもその要素が盛り込まれ
ていることなどから、組合員（職場）・代理店（募集現場）の注目が高まっている。この点について、
職場からは「既存のルールはほとんど変更されていないことから、新たに求められるルールをしっ
かり履行しなくてはならない」「代理店の指導にあたっては、限られた時間のなかで徹底するために、
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実務上の変更点を中心に説明していく」との声も寄せられている。こうした声をふまえれば、追加
ルールである「事前の意向把握」に職場の関心が高まっていることがうかがわれるが、損保労連と
しては、限られた時間のなかでルールの徹底を図るために実務上の変更点を強調するのみならず、
変更がほとんどない既存ルールにもこれまで以上に気を配り、プロセス全体を通じて意向把握の実
効性をより一層高めていくことで、法改正の目的を満たしていく必要があると考えている。
　こうした認識のもと、損保労連では、検討委員会やユニオン・ミーティング、さらには日本代協
や（募集人を組合員として抱える）他産別、消費者団体など各関係先との意見交換などを通じて、
引き続き意向把握に関する実態把握および募集現場への意見発信を行っていく予定である。
　プロセス全体を通じて意向把握の実効性をより一層高めることが必要との認識を今回の産別労懇
であらためて確認しあったうえで、今後、職場の実態を把握していくなかで認識した課題について
は、産別労懇の場などでの労使論議を通じて解決に向けた環境を整備していく必要があると考えて
いるが、経営の見解を確認したい。

３．年次有給休暇の取得義務化を契機としたさらなる魅力ある損保グループ産業の実現に向けた取り組み
　全産業平均で取得率47.6％と、なお低水準で推移している年次有給休暇の取得義務化を盛り込
んだ法律案が、2016年１月からの通常国会に提出されることが見込まれている。
　はじめに、損保労連が独自に調査した全域・地域系従業員の休暇取得実態を共有すると、2014
年度の制度休暇を含めた休暇取得率は推計で約50％程度（アジャスター系職種の場合は約42％。
以下、かっこ内はアジャスター系職種のデータ）、年次有給休暇取得率に限れば約32％（約23％）と、
全産業平均を下回っており、また、政労使共通目標として2020年にめざすべき水準である取得率
70％とも大きく乖離している状況にある。くわえて、年次有給休暇の取得義務化を契機にさらな
る短縮を図るべき年間総労働時間に目を向ければ、2014年度は約2,120時間（約2,180時間）と
なっており、2009年度（2011年度）以降、悪化の一途をたどっている。
　このような状況に陥っている背景には、産業内の競争が激化するなか、限られた要員環境のもと
で一人ひとりのアウトプットの極大化が求められ、担う役割・業務の拡大などがすすめられる一方、
業務削減・効率化などの効果がそれに追いついておらず、結果として一人ひとりの業務量の増大を
招いている実態があるものと考えている。くわえて、短期的な成果が追求されるあまり、時間に対
する意識が希薄化している職場があることなども要因として考えられる。
　その結果として、組合員が「ゆとり」を実感できる機会は失われつつあり、事実、損保グループ
産業で働く組合員からは疲弊感を吐露するような声も寄せられている実態にある。
　組合としても、一人ひとりの働きの生産性を高めていくことは不可欠であると考えているものの、
今しがた共有した職場の実態をふまえれば、早晩、限界が訪れ、組合員の働き、さらには損保グルー
プ産業の健全な発展にも影響が生じかねないと考えている。
　個社の健全な発展はもとより、損保グループ産業の健全な発展という視点からも、われわれがめ
ざすべきなのは、組合員の生産性高い働きを「持続可能なもの」としていくことであり、そのため
には、組合員が「ゆとり」を実感できる環境をつくりあげていくことも不可欠である。そうした環
境をつくりあげていくことは、組合員の健康確保、さらなる生産性の向上はもとより、「女性の活
躍推進」や「仕事と育児・介護の両立」といった観点からも重要であり、損保グループ産業の一層
の魅力向上にもつながっていくものと確信している。
　損保労連としては、「年次有給休暇の取得義務化」は、前向きに検討していくべきとの考えにあ
るが、現下の職場の状況を改善せぬままに、法改正の施行をただ漫然と待っていては、「休暇取得
の分、ほかの営業日の残業が増加し、結局、総労働時間が増えてしまった」といったことになる、
という懸念を抱かざるを得ない。

❻8



　こうした事態に決して陥ることなく、損保グループ産業の健全な発展の原動力である組合員の働
きを、一層生産性高いものとし、かつ、それを「持続的に」実現していく環境を整えるべく、今こ
そ、ワーク／ライフ・バランスの実現に向け、個別労使が問題意識を共有したうえで、労使協調で
課題解決の取り組みを強化し、一つひとつの改善を積み重ねていくべきと考えている。
　なお、連合は、2016・2017年度の政策を取りまとめた「政策・制度　要求と提言」において、「労
働時間短縮や年次有給休暇の完全取得など、労働者の健康・安全およびワーク・ライフ・バランス
の確保に向けた施策を推進する」との考えのもと、フルタイム労働者のあるべき労働時間として「年
間総労働時間1,800時間」という目安を示すとともに、総労働時間短縮に向けた各産別の取り組み
事例を集約した冊子「時短レシピ」を策定している。
　これら他産別の取り組みも参考としつつ、一層魅力ある損保グループ産業の実現に向けて、労使
一体となって他の産業の先駆をなす取り組みをもめざしていくべきではないか。
　組合としても、組合員一人ひとりの「めざす働き方」の実現に向けた支援を一層強化するととも
に、産業全体・個別労使双方の目線で取り組むべき課題に関する論議を深めていく。

４．損調労組局活動方針について
『めざすアジャスター像』の理解浸透および意識改革・行動促進に向けた取り組み
　アジャスター組合員においては、自身のめざす働きを具体的にイメージできている姿として、『め
ざすアジャスター像』を策定し、組合員への理解浸透を図っている。
　前期はアジャスターの持つべき専門・基本・行動の３つのスキルが必要であることの理解浸透を
図るとともに、各単組で展開するうえでのボトルネックの把握に努めた。
　今期は７月に作成した『めざすアジャスター像』のリーフレットをもとに、各単組において『め
ざすアジャスター像』の理解浸透に向けた取り組みを継続し、アジャスター組合員一人ひとりまで

『めざすアジャスター像』のコンセプトが行き届く取り組みを実施したいと考えている。
　中長期的には、アジャスター組合員一人ひとりが意識改革を実施し、自律的に行動できる姿をめ
ざしていきたい。
　取り組みをするなかで、産別として認識した課題に関しては、経営に対して申し入れをさせてい
ただきたい。引き続き、課題解決に向けた取り組みは、労使で実施していきたい。
アジャスター固有課題の解決に向けた取り組み
　前期に引き続き、今期も継続してアジャスターの年齢構成に関する課題（若手社員への技術継承、
アジャスター職種の魅力度・認知度向上、定年度再雇用社員の働きがい向上）の解決に向けた取り
組みを実施していきたいと考えている。
　今期は、アジャスター職種の魅力度・世間認知度向上の取り組みに関して、将来的な出前講座の
開設などに向け、他産別が主催している学生向けのセミナーなどにオブザーブ参加するなど、ノウ
ハウの習得に努めている。
　また、若手社員への技術継承に関しては、全国でユニオン・ミーティングを開催し、現状の課題
を組合員と共有するとともに、一人ひとりでできること、会社・業界としてやるべきことの議論を
すすめている。
　アジャスター組合員が「働きがい」「ゆとり・豊かさ」「自負・誇り」を持ち、モチベーション高
く業務を実施するために、アジャスター職種が抱える課題に関して、産別はもちろん、各会社・単
組においても問題意識や課題を共有しあい、解決策を実行していくことが必要であると考えている。
　引き続き、会社・業界として必要な対応について経営に要望させていただき、労使で課題の解決
を実施していきたい。
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　第158回保険会社産業別労使懇談会（2016年2月18日）
　第95回損害調査会社産業別労使懇談会（2016年2月23日）

１．損保労連2016春闘方針（案）について

2016春闘方針（案）
①賃金方針
　賃金方針の策定にあたっては、取り巻く情勢を冷静に捉えたうえで、確信を持った方針を策定す
るため、あらためて賃金とは何かを考えるなど徹底的に論議し、これまでの３つの観点（生活水準
の確保、世間一般・隣接業界対比での賃金水準の確保、働きに報いる賃金水準の確保）を引き続き
用いて判断することとした。
　取り巻く情勢に照らし各観点における現行賃金水準の状態を判断した結果は次のとおりである。

「生活水準の確保」
　消費者物価指数（コア）は、前年同月比で±0.0％程度で推移し、通期では前年度比＋0.1 ～
＋0.2％と物価は若干上昇傾向にあるものの、生活水準に影響を及ぼすとまではいえないことから、

「昨年の生活水準は確保できている」と判断した。

「世間一般・隣接業界対比での賃金水準の確保」
　連合は賃金改善方針を掲げており、春闘情勢への影響が大きい他産別においても、賃金改善を掲
げる産別がある。くわえて隣接産別でも、一部賃金改善を掲げる産別があることから、「世間一般・
隣接業界対比での賃金水準は確保できていない」と判断した。

「働きに報いる賃金水準の確保」
　働き方の変革などを通じ、付加価値の高い働きの実践などに懸命に取り組んできた組合員の働き
により、通期でコンバインド・レシオは95％を下回り、保険引受利益は黒字を確保できる見通し
である。
　先行きに関して懸念材料はあるものの、業務プロセス改革のさらなる進展による事業費の改善な
どにより、今期到達が見込まれる水準は中期的に持続させられると考え、「中長期的な業容の拡大
に向けた歩みは着実にすすんでいる」と判断した。

　これらを総合的に勘案すれば、産別として賃金改善を検討できる状況にはあると判断し、すべて
の単組が賃金改善に取り組むべきと考え、次の方針を策定した。

　今後各単組で確立される方針は、損保労連方針に則り、賃金改善を念頭に、個社のおかれた状況を
ふまえ徹底的に論議され、策定されるものであることを伝えておく。
　また近時の経済情勢下においては、賃金改善を実現することが「デフレからの脱却」「経済の好循環
の実現」につながるひとつの要素であり、「春闘の社会的意義」を果たすことともなることを認識した
うえで、方針を策定したことも重ねて伝えておく。

賃金方針

■ 月例給、臨給・賞与、諸手当などの労働諸条件の改善に取り組む
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②環境整備方針
　私たちの職場の実態と諸課題をもとに、「創造性豊かな働き」を拠り所にめざす姿を論議し、「創
造性豊かな働き」につなげるため、諸課題の解消に向けて次の方針を策定した。
・ 組織全体で一丸となって取り組むことに意義を感じ、職場のメンバーや職場同士がお互いを支え

あい、人と人とのつながりを実感できる環境の実現に向けて、コミュニケーションを大切にする
マネジメントの実践を求めます

・ 組合員一人ひとりが仕事の意義を理解し、主体的に働くことができる環境の実現に向けて、各々
の職場のめざす姿やその実現のために取り組んでいる施策の趣旨の十分な説明を求めます

・ 組合員一人ひとりが変化を前向きに捉えることができる環境の実現に向けて、さらなる個々のキャ
リア形成支援を求めます

・ 組合員一人ひとりが不安や悩みを抱えることなく仕事と生活の両立ができる環境の実現に向けて、
育児や介護にともなう各種制度利用者のみならず、制度利用者を支える職場に対するさらなる支
援を求めます

・ 業務の多様化・高度化に対応し、顧客により一層の高品質なサービスや価値の提供ができる環境
の実現に向けて、業務プロセスの見直しやインフラ整備などの業務削減・効率化のさらなる推進
を求めます

　これらの環境が整備されることで、組合員一人ひとりの「働きがい」「ゆとり・豊かさ」「自負・
誇り」の実現とともに、魅力ある産業・企業の構築に向けた歩みを一層着実にすすめられるものと
考えている。
　今後、個別の労使協議において、個社における課題を洗い出し、解決に向けた具体的な方策につ
いて建設的な論議を行っていきたいと考える。

今後の交渉に向けて
①共闘態勢
　 　各単組の要求の貫徹に向けては、団結力を高めることを通じて単組の訴求力・交渉力の向上を

図ることが必要との考えから、すべての単組が要求策定から妥結に至るまでの考え方・理念を合
わせる共闘態勢を構築することとした。

　 　また構築した共闘態勢をより強固なものとすべく、単組が確信を持って策定した要求に対し、
経営が誠実に回答しない事態が生じた際、産別が単組の交渉を支援できる態勢として、中央闘争
委員会を設置した。

　 　この共闘態勢のもと、各単組の要求の貫徹に向けて、産別・単組が一体となって最後まで徹底
的に取り組んでいくことを伝えておく。

　 　また第１回目の中央闘争委員会では、産別・単組が一致団結して取り組む姿勢を示すため３月
10日を統一要求日とするとともに、早期妥結を図るため回答期限日を設定することとしたこと
を重ねて伝えておく。

②今後の交渉
　 　今後、単組において春闘方針を確立し交渉をスタートしていくが、昨春闘でも伝えたとおり、

個社におけるさまざまな課題について、個別労使で真摯に協議を行っていくことが、個社ひいて
は産業の魅力向上につながっていくものと考えている。

　 　今春闘においても、単組が損保労連の春闘方針に則り、確信を持って策定した要求に対し、長年
培ってきた労使の信頼関係にもとづいて、真摯に論議したうえで、納得感ある回答を示すよう求める。
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２．男女平等参画の実現に向けた取り組みについて
　現在、社会全体が男女平等参画の推進に向けた取り組みをすすめている。昨年８月には「女性の
職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少
子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社
会を実現すること」を目的とした女性活躍推進法が成立し、今年４月に事業主行動計画の策定等に
関する部分が施行されることとなっている。
　損保グループ産業においては、さらなる品質の向上やニーズに合致する商品・サービスの提供と
いった社会からの要請に応えていくために、多様な価値観を事業運営に生かしつつ、組織力の最大
化を図るべく女性の担う役割の拡大がすすんでいる。損保労連では、男女を問わず一人ひとりが能
力を最大限に発揮することにより組合員は「働きがい」「ゆとり・豊かさ」「自負・誇り」を実感で
きるため、それを可能とする環境整備に取り組んでいく必要があると考えている。
　損保グループ産業の現状についていえば、地域限定職の役割変革を後押しする人事制度の構築が
すすんでいるほか、育児・介護と仕事の両立支援に関する制度の整備がすすめられるなど、女性の
みならず多様な人材の活躍を支援する制度面の取り組みは他産業と比べてもすすんでいるものと認
識している。また、こうした制度整備の効果もあり「新たな業務にも積極的にチャレンジしていき
たい」との声も寄せられるなど、自身の業務領域が広がることを前向きに捉えている組合員が全体
としては多いものと考えている。
　一方で、なかには「地域限定職が担っている既存の業務の削減・効率化の職場での取り組みが十
分ではないまま、新たな役割付与のみを先行するなど、業務実態をふまえた業務シフトが十分にで
きていない」とのマネジメント上の問題を指摘する声も寄せられている。
　そのほかにも、総労働時間削減に労使で取り組んではいるものの、なかなか解消できていない状
況もあるなかで、「担う役割を広げるには長時間労働が必要と考え、ためらいを覚える組合員・社
員も少なくない」との男女平等参画を阻む“働き方”に関する課題を示唆する声も寄せられている。
また、「産育休制度の利用者が増加していくなか、負担軽減の取り組みに限界を感じており、制度
を気兼ねなく活用できる状況とはいえない」などライフイベントに対応しつつ働き続けるための制
度が十分に活用できていない状況も見受けられる。
　こうした実態をふまえれば、性別を問わずその能力を発揮できる環境の実現は道半ばといえる。
　４月に施行される女性活躍推進法は、こうした問題を解消し、性別を問わず能力を発揮できる職
場を実現する契機となるものと考えており、数値目標を掲げ、その達成に向けて取り組むことにつ
いても、否定するものではない。
　しかし、目標は環境整備などの具体的取り組みをすすめた結果として達成されるべきものであり、
数値目標が独り歩きすることで職場の実態をふまえない運用となることがあってはならないと考え
ている。（男女平等参画の一般的な指標である）政府公表の全産業計女性管理職比率11.3％に対し
て産業の比率は４ ～ ５％と乖離している実態があることや、この法律において数値目標の達成が努
力義務化されていることなどから、組合員からは「管理職比率などに数値目標が掲げられ、目標達
成ありきの昇格、評価などの運用となってしまうことはないか」といった懸念の声が寄せられている。
　こうした運用面での問題を生じさせることなく取り組みをすすめていくためには、まずはマネー
ジャー層、従業員・組合員の双方が、この取り組みの目的を正しく理解することが大切と考える。
　今まさに行動計画の内容について具体的検討がすすめられている段階と考えるが、策定された行
動計画については、個別の目標や具体的取り組みを周知するだけでなく、策定の背景についても丁
寧に説明いただくとともに、職場の実態をふまえた取り組みに向けて、労使双方が認識する職場の
現状や想定される課題、めざす姿などを共有することをお願いしたい。
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　くわえて、行動計画に沿った取り組みがすすむなかで職場に生じる運用面での課題などについて
は、個別労使の協議などの場において伝えていくので、そうした意見を取り入れて課題の解決に向
けて取り組むほか、必要に応じて計画の見直しなどを行っていただきたい。

３．若手社員への技術継承に関する課題と今後の取り組み
　今期も全国で実施したユニオン・ミーティングでは、アジャスターの年齢構成に関する課題（若
手社員への技術継承、アジャスター職種の認知度向上、定年後再雇用社員の働きがい向上）のうち

「若手社員への技術継承」について、アジャスター組合員と現状を共有し、課題解決に向けて論議
した。
　組合員からは、「技術継承の必要性は漠然と認識していたが、アジャスター職種の年齢構成が40
歳以上に大きく偏っていることを知り、今すぐに取り組まなければならない課題であるとあらため
て認識した。職場で何ができるか考えたい」「技術革新がすすむなか、若手社員へ技術を継承する
ためには、まずは自身がさらなる技術習得に努める必要がある」といった前向きな声が確認できた。
　一方で、「職場では、日々、早期の協定を求められており、若手への技術継承の優先順位が下がっ
ている」「自分自身が新しい技術を習得する必要があるなかで、育成するためのスキルの習得まで
手が回らない」といった声や、若年層を中心に「めまぐるしい環境変化のなかで、自身が将来なる
べきアジャスター像が描けない」との声も寄せられた。
　こうした声からは、多くの組合員が若手社員への技術継承について漠然と問題意識を持つことが
できてはいるものの、一人ひとりが喫緊の課題と捉えるまでには至っておらず、実際の行動に移せ
ていない状況にあると考えている。
　また、喫緊の課題と認識しているアジャスター組合員も、従来、自身の専門性を中心にスキルを
磨いてきたため、技術を継承するためのスキルが身についておらず、十分に技術が継承できていな
い状況にあると考える。
　若手社員への技術継承について、現時点では大きく２点の課題がある。
１点目は、育成する側、育成される側の意識の問題、２点目は、育成する側のスキルの問題である。
　「意識の問題」については、労組として、現状のアジャスター職種の年齢構成、それをふまえた
技術継承の必要性に関して、職場オルグや職場会を通じて組合員への理解浸透を図ることとしたい。
その際、アジャスター職種の将来像や、将来を見据えてのアジャスターに求められる役割、必要と
なる技術を示すことにより、組合員一人ひとりが今ある技術を継承する必要性を認識し、意識を改
革できるよう取り組んでいきたいと考えている。
　「育成する側のスキルの問題」に関しては、「ベテラン層における継承スキルの習得」が必要であ
ると考えている。技術を継承するためには、従来、専門スキルを中心に磨いてきたベテラン層が、
若手層を育成するためのスキルを習得し、各職場で実践することが重要である。そのため、各社に
おいて、ベテラン層を対象とした継承スキルの習得に向けた取り組みを行うことを求めたい。
　損保労連としては、ベテラン層が長年磨いてきた専門スキルと同時に、「働きがい・やりがい」
も若手へ伝え、若手層が主体的に自己研鑚に取り組むことにより、将来を担うアジャスター組合員
が「働きがい・やりがい」「自負・誇り」を持ち、モチベーション高く働くことができると考えて
いる。技術継承のための意識改革や継承スキルの習得に関しては、個社の健全な発展はもとより、
損保グループ産業の健全な発展という視点からも、早急に課題解決に向けた動きを加速させる必要
がある課題である。
　これら若手社員への技術継承に関する課題についても、解決に向けて労使一体となって取り組ん
でいきたい。
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　第159回保険会社産業別労使懇談会（2016年7月21日）
　第96回損害調査会社産業別労使懇談会（2016年7月19日）

１．熊本地震への対応と今後を見据えた体制整備について
　 　熊本地震における地震保険の支払件数は６月末時点（６月27日）で209,293件、金額は3,285

億円となっており、創設50年目の地震保険史のなかで東日本大震災に次ぐ２番目の規模となっ
ている。このように大規模な被害が生じ、交通・宿泊インフラの被害の影響などにより支払業務
にも一定の支障がでているにもかかわらず、事案完了率 も95％と現地では迅速な保険金支払が
すすんでいる。

　 　これは熊本を中心とした被災地で対応している組合員・社員、社外機関、代理店はもちろん、
被災地以外で地震保険金支払や通常事案のバックアップを行っている組合員・社員など、産業に
身をおく全員が、お客さまに安心・安全をお届けする損保グループ産業の社会的責任を果たすこ
とに「自負・誇り」を感じながら、被災されたお客さまの生活再建、地域の復興に向けて、迅速
かつ適正な保険金支払に懸命に取り組んでいるからこそ成し得ていると考えている。また、業界
において、東日本大震災の経験を生かし、各種対応（保険金請求書類の省略など）を速やかに整
備・確立できたことも、各社における円滑な保険金支払対応につながっているものと認識している。

　 　一方で、各社では、お客さまに漏れなく保険金をお支払いするために、被害が見込まれるすべ
てのお客さまに対して請求勧奨に取り組むなど、７月以降も、業界全体で700名を超える組合員・
社員などが、迅速な保険金支払に向けて、気を緩めることなく奮闘を続けている。こうしたたゆ
みない取り組みがお客さま・社会からの損保グループ産業に対する信頼確保にもつながっている
と認識しており、今後も、新規受付事案や未払い事案への対応をすすめ、最後の１件をお支払い
するまで、引き続き、私たち業界労使が一枚岩となって全力で地震対応を継続していくことをあ
らためてここで確認しあいたい。

　 　また、発災以降、損保労連には「現地の宿泊施設が被災し、やむを得ない事情ではあるものの、
立会現場まで長時間の移動を要する遠方で宿泊せざるを得なくなり、１人あたりの立会調査件数
が想定より少なくなってしまった」など立会調査の実態に関する声や、懸命に働くなかで一部の
組合員には長時間労働が生じるなど、組合員の健康確保について留意すべき実態の報告も寄せら
れている。今回の支払件数を大幅に上回ることが想定されている南海トラフ地震や首都直下地震
を見据えれば、迅速な保険金支払と組合員・社員などの健康確保を両立させる体制整備が必要で
あると考えられる。こうした体制整備の実現に向けた課題のひとつとして、立会調査の効率を高
めることや社内外で立会できる要員を確保していくことも考えられ、業界として取り得るより具
体的な対策や、その他の課題についても、組合員の声を基点に検討していく予定である。

　 　こういった声もあることから、今回の熊本地震についても、今後の大規模地震も見据え、課題
やさらなる改善点はないかという視点で振り返ることが重要と考えている。損保労連では、把握
した組合員の声にもとづく課題にくわえ（今後実施する予定である）日本代協や消費者団体との
意見交換などをふまえ課題を整理し、産別労懇の場などを通じて伝えていくので、業界には、組
合からの意見もふまえた振り返りをお願いしたい。

　 　さて、熊本地震では、東日本大震災の際と同様に、地震保険加入者から多くの感謝の声があっ
た一方で、地震保険に加入しないまま被災し、生活再建に苦しむお客さまを目の当たりにした代
理店からは、お客さまの地震リスク（損害や被災可能性）に対する認識を高めることができなかっ
たことを悔やむ声が寄せられている。

　 　熊本地震を通じて、全国どこでも、いつ何時、地震により損害を被るかわからないことをあら
ためて社会全体が認識した今、財物損害や生活再建に補償を必要とするお客さまに、地震保険の
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必要性を早期に正しく理解いただくことが必要であり、そのための取り組みを一層加速させるこ
とが、社会に安心・安全を提供する損保グループ産業の平時における社会的使命であるとの認識
を、あらためて労使で共有したい。

　 　また、こうした取り組みとともに重要なことは、有事における社会的使命である東日本大震災
と同様の迅速な保険金支払い対応に向けた、平時からの備えであると認識している。

　 　東日本大震災では、（各社が何とか確保した）組合員などが心身ともにギリギリのなかで強い
使命感をもって懸命に働き、約90万件にものぼる事故受付事案について迅速な保険金支払対応
を実現させたが、南海トラフ地震・首都直下地震は、現時点でも東日本大震災の３～４倍以上の
件数になると想定されている。

　 　損保労連は、東日本大震災から大幅に事故（契約）件数が増加すれば、既存の保険金支払体制
のなかで（東日本大震災のように）発災直後から対応を講じながら、組合員などの働きでしのぎ
きるには限界があると考えている。東日本大震災以降、業界では損害調査の簡素化などの検討が
すすめられているものの、今後、組合員・代理店が地震保険の普及活動を強化することで、さら
に大幅な契約件数（世帯加入率）の増加が見込まれる。先ほどは熊本地震における組合員の声を
ふまえ、迅速な保険金支払と組合員・社員などの健康確保を両立させる保険金支払体制の整備が
必要であることを申し上げたが、こうした地震保険の普及活動による件数の増加にもあわせた対
応・しくみを幅広く検討いただくことを、重ねてお願いしたい。

２．「仕事と育児・介護の両立」を支える環境づくりに向けて
　 　「介護休業の分割取得」や「有期契約労働者の育児休業取得要件の見直し」などを盛り込んだ

改正育児・介護休業法が2017年１月から施行されることとなっている。
　 　今回の法改正は、「一億総活躍社会」を標榜する安倍政権が「希望出生率1.8」「介護離職ゼロ」

を実現するために行われるものであるが、少子高齢化の進展による構造的な人口減少が見られる
なか、損保グループ産業で働くすべての従業員の家庭や職場における充実した生活、さらには、
損保グループ産業の持続的な発展を実現していくためには、本法改正を好機と捉え、「仕事と育児・
介護の両立」を支える環境づくりに向けた労使の取り組みを一層加速していく必要がある。

　 　育児・介護休業法が最低基準法規であることをふまえれば、単に法定基準を充足するための最
低限の改定のみを施す対応に終始することなく、本改正を機に、組合員のニーズや職場の実態な
どを考慮した最適な制度構築をなすべく、個別労使で論議を重ね、必要な制度改定を講じるべき
と考えている。

　 　一方、たとえ制度の充実を図ったとしても、「制度を知らない」「どのような制度を活用したら
よいのかわからない」「制度が使いにくい」といったことではその意味をなさず、今回の法改正
でも要請されているとおり、制度の整備・充実などのハード面にあわせて、制度の周知・相談窓
口の設置や、マタハラ・パタハラといった各種ハラスメントの防止措置などのソフト面での環境
整備を着実にすすめていくこともまた肝要である。

　 　改正法施行を１月に控えた今、個別労使協調で、「仕事と育児・介護の両立」を支える環境作
りに向けた現下の課題を明確にしたうえで、ハード面・ソフト面双方において打つべき手を確実
に講じていってこそ、育児・介護に関わる労働者の福祉の増進を図るという法の趣旨に応えるこ
とができるものと認識している。

　 　また、今後、こうした個別労使での取り組みを強力にすすめていってもなお、個社ベースでは
解消困難な課題に直面することも想定されるが、かかる課題に対しては、個社の枠を越えた対応
策をも講じていくという視点も必要ではないか。
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　 　例えば、とりわけ「介護」について、高齢化社会の進展にともない、いつ何時誰が直面しても
不思議ではない状況となりつつある一方で、現時点では実際に両立に取り組んでいる社員が身近
におらず具体的なイメージが沸かないといった声も寄せられていることなどをふまえ、損保労連
として事例を収集したうえで、損保グループ産業で働く組合員に広く提供することなどを通じ、
介護を「マネジメント」しながら働き続けるために今からできる「備え」を促していくこととし
たい。

　 　こうした個社の枠を越えた取り組みは、「仕事と家庭の両立を支える環境づくり」に向けた各
社の取り組みを補完するのみならず、損保グループ産業全体の魅力向上にも資するものと確信し
ており、各社経営におかれても、かかる視点を持ちあわせたうえで今後の取り組みをすすめていっ
ていただきたい。

　 　また、経営の見解にあったとおり、組合としても、「長時間労働からの脱却」は、今回テーマ
として掲げた「仕事と育児・介護の両立」を図るうえで不可欠であるのみならず、さまざまなバッ
クグラウンドや時間的な制約を抱えながらも、自らの「こうありたい」というめざす働き方の実
現に向け邁進する組合員を支える環境を整えるためにも不可欠であると考えている。組合員の働
きを一層生産性高いものとし、その働きを持続的に実現していくべく、すべての社員の働き方の
改革に向け、今後も労使協調で取り組んでいきたい。
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